
オンラインでの退会届に関する注意点 

 

多くのご質問いただいている点について解説しています。 

「変更年月日」をいつにするかによって利用料が変わりますので、ご申請の前に必ずご一読ください。 

なお、ご申請完了後の申請内容の変更等はいたしかねますので、ご不明な点がございましたら、ご申請

の前に利用中の放課後児童クラブまでお問い合わせください。 

 

１ 申請日制限があります 

 

申請時点で、退会日までの日数が 15日に満たない場合、オンラインでの退会届は受け付けることが

できません。オンラインでの申請できない退会日を希望する場合は、恐れ入りますが紙の退会届を放課

後児童クラブに提出してください。（紙の退会届は、放課後児童クラブで配布しており、その場で記入・

提出が可能です。） 

 

例えば上図のように、５月 31日に退会（５月 31日まで利用可能、６月１日から利用不可）しようと

したとき、５月 18日以降は退会日（５月 31日）まで 15日未満となりますので、オンライン申請はで

きません。（オンライン申請できるのは、５月 17日までとなります。） 

 

（次のページも御確認下さい。） 

  



２ 退会年月日が含まれる月まで月額利用料がかかります 
 

退会年月日が含まれる月まで、月額利用料がかかります。 

 

例えば上図のように、６月６日を退会日とする退会届を出した場合は、５月分と６月分の利用料が生

じます。 

このとき、退会前の期間、実際に児童クラブを利用したか否かを問わず、利用料が生じることに注意

してください。また、日曜日・祝日（土曜日利用の区分でない方は土曜日も）は児童クラブを利用でき

ませんが、その期間も入会中であれば利用料が生じる扱いとなります。 

利用料を抑えるには、その月に入会中の日が生じないように退会届を提出する必要があります。上記

の例でいうと、５月 31日を退会日として退会届を提出すると、６月は入会中の日が生じておりません

ので、６月の利用料はかかりません。 

 
また、退会希望日まで期日に余裕が無い場合、「１」の申請日制限によって退会日を希望の日付で入

力できないことがありますが、退会日（児童クラブが空いていない場合は、直前の児童クラブ開室日）

までであれば、児童クラブに紙で申請を行うことができます。 

なお、月の途中に退会しても、月の残りの日の分の利用料の払い戻しはできませんのでご注意くださ

い。（一日でも入会中の日があると、ひと月分の利用料が生じます。） 

 ６月１日から６日までの間に１日も児童クラブを利

用していないとしても、退会日が６月に含まれていま

すので、６月分の利用料がかかります。 

 このように末日を退会年月日とすると、６月には入

会中の日が生じませんので、６月の利用料はかかりま

せん。 


